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　本基本計画を通じて実現していくまちの規模、構造等に関する３つの条件を示します。

これらは、まちづくりの基本となるものであり、全ての政策・施策の前提条件となるものです。

　2007 年（平成 19 年）10 月１日の住民基本台帳人口および同年９月 30 日の外国人登

録者数を基準人口にした将来推計によると、基本計画期間内における人口の動きは減少

が続き、計画最終年の 2021 年（平成 33 年）の人口は 390,106 人になると予測されます。

　各行政センター管内別人口は、減少の幅に差はあるものの、2007 年（平成 19 年）と

比較して計画最終年の 2021 年（平成 33 年）には全ての地域で減少すると予測されます。

（1）人口総数

（2）年齢３区分別人口

（3）行政センター管内別人口

※注：世帯数は、国勢調査の数値を基準として５年ごとに推計していることから、基本計画最終年ではなく、直近の
2020 年（平成 32 年）の数値で示している。

　人口推計に基づき、計画最終年である 2021 年（平成 33 年）の将来人口を約 39 万人
とします。また、総世帯数は、2020 年（平成 32 年）※注で約 15 万６千世帯とします。

・年少人口（0-14 歳）

　　年少人口は、2007 年（平成 19 年）の 55,380 人（総人口比 12.8％）から、計

画最終年の 2021 年（平成 33 年）には 39,869 人（総人口比 10.2％）に減少する

と予測されます。

・生産年齢人口（15-64 歳）

　　生産年齢人口は、2007 年（平成 19 年）の 281,551 人（総人口比 64.8％）から、

計画最終年の 2021 年（平成 33 年）には 229,924 人（総人口比 58.9％）に減少

すると予測されます。

・老年人口（65 歳以上）

　　老年人口は、2007 年（平成 19 年）の 97,424 人（総人口比 22.4％）から、計

画最終年の 2021 年（平成 33 年）には 120,313 人（総人口比 30.9％）に増加す

ると予測されます。

第 2 章 計画の条件

 1  人口・世帯数
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　総世帯数は、2005 年（平成 17 年）の国勢調査の数値を基準に５年ごとの推計を

行った結果、2010年（平成 22 年）の 164,168世帯をピークに減少に転じ、計画最終年

（2021 年（平成 33 年））の前年に当たる 2020 年（平成 32 年）では 156,342 世帯

（2005 年（平成 17 年）比 4,268 世帯減）になると予測されます。

　世帯を、夫婦と子からなる世帯、夫婦のみ世帯、一人親と子からなる世帯、単独世帯、

その他の一般世帯の類型に区分してみると、夫婦と子からなる世帯は、今後一貫して減

少すると予測されます。一方、単独世帯は一貫して増加を続け、計画最終年（2021 年

（平成 33 年））の前年に当たる 2020 年（平成 32 年）には夫婦と子からなる世帯を上

回ると予測されます。

（4）総世帯数

（5）類型別世帯数
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　第１次産業については、交流人口を呼び込む産業としても着目し、レジャー、観光、

レクリエーションなどへの展開も視野に入れながら、市内における消費と流通の拡大を

進めるとともに、東京大都市圏※ 29 における安定的な食糧供給を支える貴重な農水産物

の生産業として、適正な振興を図ります。

　第２次産業については、生産機能の高度化を進めるとともに、研究・開発機能を強化し

ます。また、蓄積された技術やノウハウを活用したサービス業などへの転換を促進します。

　第３次産業については、情報通信関連、生活関連、医療福祉関連分野等に関わるサー

ビス業などの高質化を進め、本市の将来をけん引する成長性の高い産業として戦略的に

育成します。

（1）第１次産業

（2）第 2 次産業

（3）第 3 次産業

　本市の持つ可能性を最大限に発揮させる産業構造を構築するため、成長力の高い
産業や雇用吸収力の高い産業を導入・育成します。また、新規企業の誘致を図ると
ともに、創業、転業などの活発な新陳代謝が、内発的に行われる産業を形成します。
さらに地域が持つ特性を市場ニーズに適応させる創意工夫などによって、特徴的な
産業の集積を行います。

※29   東京大都市圏：一般に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を指す。

 2  産業
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　市街地の集約化に向けて、地域特性を考慮しながら、拠点市街地となる主要鉄道駅周

辺などに適正に都市機能を集積し、郊外の市街地からまち中居住を促進するような、歩

いて暮らせる魅力的な都市環境を形成します。また、幹線道路沿道や住宅団地などの周

辺市街地では、日常生活の利便性向上を図ります。

　首都圏等との交通軸として、半島性を脱却する双方向性の広域幹線道路網の形成を図

るとともに、拠点市街地や周辺市街地、産業拠点や交流拠点などが相互に連携し、それ

ぞれの役割と機能を効果的に発揮できる、はしご型（ラダー型）の幹線道路ネットワー

クを形成します。また、公共交通体系の充実や、ユニバーサルデザインに配慮した道路

空間の形成により、高齢化の進展に対応する環境にやさしい交通体系の充実を図ります。

　水と緑に恵まれた自然環境の保全と創出、創造的な活用により、豊かな暮らしといき

いきとした交流を育むような、自然と調和した潤いある都市環境を形成します。

（1）拠点の配置と連携

（2）交通の骨格

（3）都市環境の骨格

　健全で効率的な都市運営を行うためには、今後のさらなる人口減少・少子高齢化の
進展にあっても、これに柔軟に対応できるコンパクトな都市構造が必要です。
　今後は、豊かな暮らしといきいきとした交流を育む都市を目指し、これまで拡散し
てきた郊外の市街地を、主要な鉄道駅周辺や幹線道路の沿道、住宅団地などへ集約し、
それらを公共交通等で有機的にネットワークすることで、全ての人が車に過度に依存
することなく、快適で便利に、また安全で安心に暮らせるような都市構造を形成します。
　そのために、自然との調和にも配慮し、総合的で効率的な土地利用を推進します。

「桜花爛漫通研通り」　福原  俊明さん　（市民公募作品）
撮影場所：長沢通研通り

「谷戸と海」　望月  敏一さん　（市民公募作品）
撮影場所：塚山公園

 3  土地利用
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「夕暮れの港」　望月  敏一さん　（市民公募作品）
撮影場所：ヴェルニー公園




